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募集人員
［歯学部］　若干名
［医療保健学部　口腔保健学科］　若干名
［医療保健学部　口腔工学科］　若干名

出願資格

［歯学部］
以下の（1）～（2）の条件をすべて満たし、入学を許可された場合、日本語での授業を理解できる者。
（1）�外国籍を有する者（日本国の永住許可を得ている者、または平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者、もし

くは、外国人であっても日本において高等学校を卒業した者（2025年3月末日までに卒業見込みの者を含む）は除く）
（2）�文部科学大臣の指定した者（国際バカロレア(ばかろれあ)資格等を有する者で、2025年3月末日までに18歳以上となる者）、

もしくは、外国において、学校教育における12年の課程を修了した者および2025年3月末日までに修了見込みの者、また
はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。

※ 卒業見込みまたは修了見込みにより本学入学者選抜に出願し合格した者が、2025年3月末日までに当該見込みの内容を習得または修了できなかった場合、入学
を許可しません。

［医療保健学部］
次の１の全てに該当し、かつ２のいずれかに該当する者とします。
１.必須条件
１）日本国籍を持たない者
２）在留資格「留学」の者又は入学時に「留学」を取得できる見込みの者
３）日本語能力試験（JLPT）「N2以上」を取得している者
４）日本留学試験（EJU）で「日本語220点（記述点を含む）以上」を取得している者　＊直近２年間の成績のみ有効。
５）実用日本語検定（J-TEST）で「A-Cレベル試験（C級）600点以上」を取得している者
６）JPT（日本語能力試験）で「525点以上」を取得している者
７）個別の入学資格審査※により、上記3)～6)と同等以上の日本語能力があると本学が認めた者で18歳に達した者。

(注)�3)～7)はいずれかひとつで可とします。
７)の個別の入学資格審査をご希望の方は、出願開始日の1ヶ月前までにアドミッションセンター（TEL：072-864-5511）ま
でご連絡ください。

２　１に該当する者で次のいずれかに該当する者
１）通常の課程による12年の学校教育を修了した者または修了見込みの者
２）�日本の文部科学大臣が外国の高等学校相当として指定した12年以上の課程の外国人学校を修了した者または修了見込みの
者

３）日本の文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程を修了した者または修了見込みの者
４）日本の文部科学大臣が指定した入学準備課程を修了した者または修了見込みの者�※1

５）日本または外国における、12年の課程修了相当の学力認定試験に合格した者または合格見込みの者�※2

６）国際バカロレア、アビトゥーア、バカロレア資格の取得者
７）本学において個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
※1  出身国の初等中等教育機関の修業年限が12年に満たない課程の場合は、文部科学大臣が指定した「我が国の大学に入学するための準備教育を行う課程(準備

教育課程)」を修了し(2025年3月末日までに修了見込の者を含む。）、18歳に達する必要があります。
※2  中途退学等で、高等学校を卒業していない場合でも、日本の高等学校卒業程度認定試験に相当する試験に合格していれば出願が可能です。ただし、18歳に達

していることが必要です。

＜出願資格についての問い合わせについて＞
出願資格に不明点や疑問点がある場合、その他出願資格についての確認は、氏名と問い合わせ内容を明記の
うえ、必ず下記の期限までに、アドミッションセンターまでメールで問い合わせください。

問い合わせ期限：各入学者選抜の出願開始1ヵ月前まで
問い合わせ先アドレス：nyushi@cc.osaka-dent.ac.jp
出願資格を満たさなかった等の理由で出願が不受理となった場合でも、入学検定料の返還は一切行いません。
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